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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成27年8月20日(2015.8.20)

【公開番号】特開2014-23592(P2014-23592A)
【公開日】平成26年2月6日(2014.2.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-007
【出願番号】特願2012-164246(P2012-164246)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３２０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月6日(2015.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体にＸ線を照射するＸ線発生部と、前記Ｘ線発生部から照射されたＸ線を検出する
Ｘ線検出部と、前記Ｘ線検出部により検出されたＸ線データに基づいてＸ線画像を生成す
るＸ線画像処理部と、前記Ｘ線画像を表示する表示部と、前記被検体を載置する寝台と、
前記寝台を移動させる寝台移動機構部と、前記寝台移動機構部を用いて前記寝台の移動操
作を行う操作部と、前記寝台移動機構部によって移動した前記寝台の位置を検出する寝台
位置検出部と、を備えるＸ線診断装置において、
　前記寝台上の被検体を撮影するカメラと、前記Ｘ線画像又は前記カメラにより取得した
カメラ画像の何れかを選択し前記表示部に表示させる表示画像選択部と、を有し、前記表
示画像選択部は、前記寝台位置検出部によって検出された前記寝台の位置に基づいて、前
記表示部に表示させる画像を選択することを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項２】
　前記Ｘ線画像はＸ線撮影画像であり、前記操作部を操作する操作者から目視により前記
寝台上の被検体を確認できない予め設定された前記寝台の位置となった際に、前記表示画
像選択部は、前記カメラ画像を選択し、それ以外の前記寝台の位置では、前記Ｘ線撮影画
像を選択し、前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１に記載のＸ線診断装置。
【請求項３】
　前記表示部に前記カメラ画像が表示されている状態で新たにＸ線撮影画像が取得された
場合、前記表示画像選択部は、前記表示部に表示されている前記カメラ画像に代り、所定
の時間、該取得したＸ線撮影画像を前記表示部に表示させる画像として選択することを特
徴とする請求項２に記載のＸ線診断装置。
【請求項４】
　前記所定の時間内に前記寝台が移動した場合、前記表示画像選択部は、前記Ｘ線撮影画
像に代り前記カメラ画像を前記表示部に表示させる画像として選択することを特徴とする
請求項３に記載のＸ線診断装置。
【請求項５】
　前記所定の時間を調整する表示時間設定部を備えることを特徴とする請求項３又は４に
記載のＸ線診断装置。
【請求項６】
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　前記Ｘ線画像はＸ線透視画像であり、前記操作部を操作する操作者から目視により前記
寝台上の被検体を確認できない予め設定された前記寝台の位置となった際に、前記表示画
像選択部は、前記Ｘ線透視画像と前記カメラ画像双方を選択し、それ以外の前記寝台の位
置では、前記Ｘ線透視画像を選択し、前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１
に記載のＸ線診断装置。
【請求項７】
　同時に前記Ｘ線透視画像と前記カメラ画像を前記表示部に表示させる際、前記カメラ画
像の表示サイズは、前記Ｘ線透視画像に対し小さいことを特徴とする請求項６に記載のＸ
線診断装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明に係るX線診断装置は、寝台上の被検体を撮影する
カメラと、取得したX線画像又はカメラにより取得したカメラ画像の何れかを選択し表示
部に表示させる表示画像選択部と、を有し、この表示画像選択部は、寝台の位置に基づい
て、表示部に表示させる画像を選択する。
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